
 

１－１ 

 

議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

 

知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により知事から意見

を求められた令和６年６月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府

教育委員会事務決裁規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回

答した。 

この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。 
 

令和６年６月２４日 

 

大阪府教育委員会       

       

〇事件議決案 

 １ 工事請負契約締結の件（大阪府立門真スポーツセンター消防設備改修工

事請負契約） 

〇条例案 

１ 職員の特殊勤務手当に関する条例及び大阪府警察職員の特殊勤務手当に

関する条例一部改正の件 

２ 大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定

める条例及び大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例一部改正の件 

 

＜参考＞ 

  〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  （教育委員会の意見聴取） 

   第 29条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務

に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を

経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見を

きかなければならない。 

  〇大阪府教育委員会事務決裁規則 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教

育長がその事項を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会

議において報告し、その承認を受けるものとする。 



 

１－２ 

○事件議決案 

番号 件     名 概          要 

１ 

工事請負契約締結の

件（大阪府立門真ス

ポーツセンター消防

設備改修工事請負契

約） 

大阪府立門真スポーツセンター消防設備改修工事請

負契約 

  契約金額  ５億７，２００万円 

  請 負 者  須賀工業株式会社 

 

 

○条例案 

番号 件     名 概          要 

１ 

職員の特殊勤務手

当に関する条例及

び大阪府警察職員

の特殊勤務手当に

関する条例一部改

正の件 

 

 国家公務員について、災害応急作業等手当のうち、大

規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事

したときの規定が追加されたこと等に伴い、規定を追加

する。 

 ・災害対策基本法の規定に基づき災害対策本部が設置

された区域において災害の発生の防御又は拡大の防

止のための措置に関する業務に従事したとき等 

  １日 １，０８０円 

    施行日：公布の日 

２ 

大阪府認定こども

園の認定の要件並

びに設備及び運営

に関する基準を定

める条例及び大阪

府児童福祉施設の

設備及び運営に関

する基準を定める

条例一部改正の件 

 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及

び運営に関する基準（府省令）等の改正により、幼保連

携型認定こども園に配置すべき教育及び保育に直接従事

する職員の数が改められたこと等に伴い、条例において

同趣旨の改正を行う。 

・満３歳以上満４歳未満の園児 

 〔改正前〕 おおむね２０人につき１人以上 

  〔改正後〕 おおむね１５人につき１人以上 

・満４歳以上の園児 

 〔改正前〕 おおむね３０人につき１人以上 

  〔改正後〕 おおむね２５人につき１人以上 

    施行日：公布の日 
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